
川西市・猪名川町共催
令和７年度集団指導資料

川西市福祉部介護保険課
猪名川町生活部介護保険課
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＜要介護認定（要支援認定）の資料提供に係る留意事項＞

不備の場合 対応内容

記載内容の不備 ・記載もれ、誤記
（申請者、地域包括支援センター名、被保険者番
号、生年月日等）
・希望する提供資料の未選択

・不備内容の記載または修正の上、申出書の再
提出

本人同意欄
（代筆の場合）

・記名、押印、代筆者署名、続柄の記載もれ
・介護支援専門員や施設職員による代筆

・必要事項の記入
・代筆者は家族または法定代理人のみ

様式不備 ・介護度に応じた様式
・裏面の遵守事項の記載がない

・介護度に応じた様式での再提出
・遵守事項（両面印刷または申出書と遵守事項
の２枚）含めて再提出

提供資料がない ・転入の場合（認定の引継ぎ） ・前市へ申請

居宅届 ・居宅届が未登録 ・申出書と同時で居宅届を提出する
・添付資料として契約書のコピーを添付する

資料提供での対応不可 ・死亡者の場合 ・「死者に関する情報開示請求」となるため資
料提供での対応不可。
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＜介護職員等処遇改善加算について＞
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